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「『チョイソコかかみがはら』導入実証実験の 

実証期間及び運行エリアについて」 
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議事１－① 

 

 

議事１ 協議事項 

 

 

■実証実験の期間について 

 令和 2 年 10 月 ～ 令和 4 年 9 月の 2 年間 

 

■運行エリアについて 

 鵜沼小伊木町１丁目～４丁目、鵜沼大伊木町１丁目～６丁目、 

鵜沼丸子町１丁目～３丁目、鵜沼朝日町２丁目～５丁目、 

鵜沼各務原町１丁目～９丁目 

 

うち、既存ふれあいタクシー鵜沼南エリアより追加となるエリア 

各務原町９丁目 

 

 

 

  
実証実験の概要は別紙１にて説明 



「チョイソコかかみがはら」導入に向けて

■導入の背景

■ふれあいタクシー利用者数
・減少傾向

利用者数（人） H27.10～H28.9 H28.10～H29.9 H29.10～H30.9 H30.10～H31.9

須衛・各務エリア 2,710 3,190 3,239 2,803

鵜沼南エリア 1,780 1,911 1,797 1,630

■現状把握
・固定客利用が大半
（新規利用が少ない）

■利用促進（新規利用獲得）
・ふれあいタクシー乗り方教室
・無料お試し期間の開催

■ふれあいバス等懇談会
（参加者意見を一部抜粋）

・「ダイヤが分かりづらい」
・「今更覚えられない」
・「朝日１丁目に住む人は、歩いて大通りまで出ることが難しい」
・「こまめにふれあいタクシー停留所を作り、他の公共交通と繋げれば、もっと利用者が増えると思う」

ふれあいタクシー利用者数（上）・前年対比増減率（下）

▶分かりやすい・利用しやすいデマンド交通の検討
▶＋αとして、高齢者のお出かけのきっかけづくりにより、単なる移動手段としてではなく
目的と一体となった事業の展開を目指す

議事１ 別紙１

１

■鵜沼線 ■那加線 ■稲羽線 ■川島線 ■蘇原線 ■東西線 ■朝夕便 ■ふれあいタクシー



「チョイソコかかみがはら」事業の特徴

■利便性の向上による誰でも利用しやすいデマンド交通へ
・運行時間内（平日9:00～16:00）であれば、最短20分前まで予約受付可能
・停留所を運行エリア内の自治会ごとに1カ所～3カ所程度設定
（別紙２「チョイソコかかみがはら利用案内」参照）

■おでかけのきっかけづくりと一体となった事業展開
・エリアスポンサー制度による地域事業者と共につくる公共交通事業の展開、市の高齢者向け事業との連携

・会員誌「チョイソコ通信」の発行による高齢者に向けたイベント・お出かけ情報発信

具体的には…
協賛いただけるスポンサーを募集し、スポンサー事業所への停留所設置（運行エリア内のみ）や、「チョ
イソコ通信」での高齢者向けイベント情報掲載（別紙３「チョイソコ通信 とよあけ版）」） 等

２議事１-②



「チョイソコかかみがはら」実証実験モデルについて

■モデル案 実証実験期間２年（エリア据え置き） ＋ 再検討

R2年10月 R3年4月 R3年10月

鵜沼南エリア

ふれあいタクシー協定期間
（岐阜交通東部）

新協定

実 証 実 験

新体制

■実証実験を２段階とし、1年目は既存ふれあいタクシーの協定に基づき、運行
■2年目については、市内に営業所がある事業者で参画希望者による持ち回り
■2年間のエリア拡大等は原則、行わない（事業者等、関係団体の合意がある場合は別途、検討）

R4年4月 R4年10月

複数社で運行〔運送法第21条〕

（市内タクシー事業者）

プロポーザル？
体制維持？

新体制

１.チョイソコの維持・展開
２.ダイヤ設定等、新形態

■既存タクシー事業への配慮 → 各社が事業に参画できる仕組みを敷いた上で、本業への影響
も踏まえて、ダイヤ設定も含めた運行形態の検討

■実証実験の時期・期間 → 期間を2年と設定

第24回地域公共交通会議の意見に対する反映状況

３



「チョイソコかかみがはら」実証実験モデルについて

■具体案

検証内容（１年目）

各務原市 アイシン精機
株式会社

市内タクシー事業者A

市内タクシー事業者B

市内タクシー事業者C

協 定

協議・調整
負担金 AI配車システム運用

統一オペレーション

配車・運行

各務原市内に営業所を有する
タクシー事業者（協会会員）

■運行体制の確立
■地域住民への認知期間
■利用実態（利用数・乗合率・意見等）
■乗合率向上施策の検討
■既存公共交通事業への影響

検証内容（2年目）

■複数事業者参画による運用体制の検討
■利用実態（利用数・乗合率・意見等）
■乗合率向上施策の検討
■既存公共交通事業への影響
→実証実験を踏まえた実証後の運行形態を検討

実施体制（2年目）

その他・備考

■乗合許可を有さない参画事業者は、運送法第21条（実証実験）に基づき、運行予定
■既存公共交通事業への影響も把握するため、ふれあいバスや既存タクシー等への影響や利用実態を
踏まえて今後の運行体制を検討 ４議事１-③



「チョイソコかかみがはら」事業の評価指標

■利用者数（客観的指標）
実証実験終了時点での利用者数 2,000人/年
（ふれあいタクシー鵜沼南エリアの年間最大利用者数：1,911人（H30））

■地域住民、利用者からの意見・評価（主観的指標）
「ふれあいバス等懇談会」等での意見・要望・評価

５

■評価指標（案）
下記の項目を踏まえて、総合的に「チョイソコかかみがはら」の利用実態等を評価し、
今後の方針を検討

■他の公共交通機関への影響
既存タクシー事業の利用状況
ふれあいバスの利用者数

■他部署・民間事業者（エリアスポンサー）等と連携した利用促進事業件数
５件以上



議事１-④


